
こちらは、「平常時の対応」のポイントを、３つのステップでお示ししたものです。
障害福祉サービスを中断させないためには、サービスを提供するにあたり必要な資源（建
物・設備・インフラ）を守ることが重要です。

１つ目のステップは、「施設の安全対策」です。
⽇頃から、建物や設備の点検を⾏うとともに、自然災害の種類、具体的には、地震や⽔
害などを想定し、災害に応じた安全対策を実施しておくことが重要です。

２つ目のステップは、「インフラ等の事前対策」です。
万が一、電気・ガス・⽔道などのインフラが停⽌した場合の対応として、
別の手段を検討し、準備しておくことが重要です。

３つ目のステップは、「災害時に必要となる備蓄品等の確保」です。
被災時に必要な備品をリスト化し、計画的に備蓄します。
また、賞味期限や使用期限があるものは、担当者を決めて定期的にメンテナンスを実施
してください。
特に、新型コロナウイルス感染症の流⾏下では、感染対策に関わる消毒液や防護具な
どの衛生用品や資材についても、
必要量を備蓄し、管理することが重要です。
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これから、各項目のポイントについてご説明します。
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建物・設備の安全対策
1つ目は人が常駐する場所、つまり建物の耐震措置についてです。
ここでは建築年を確認し、新耐震基準が制定された1981年（昭和56）年以前の建
物の場合は、耐震補強を検討しておきましょう。

耐震補強の対応策については、記載例のように一覧表にして管理しておくとよいでしょう。
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建物・設備の安全対策
2つ目は、設備の耐震措置についてです。
ここでは設備や什器類の転倒・転落・破損等の防⽌措置を、⽇ごろから講じておいてくだ
さい。
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建物・設備の安全対策
3つ目は、⽔害対策についてです。
ここでは建物や設備類が浸⽔する危険性を確認し、対応策を記載してください。

例のように、一覧表にして管理しておくとよいでしょう。
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電気が⽌まった場合の対策
ここでは、被災時に稼働させるべき設備を記載してください。
また、「電気の確保策」「電気の代替策」の現状確認と対応策の検討を⾏い、記載してく
ださい。

自家発電機の有無により対策は異なります。
自家発電機を所有している場合は、非常時に使用できるよう、メンテナンスや稼働⽅法
の確認を平常時から⾏っておきましょう。
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ガスが⽌まった場合の対策
ここでは、被災時に稼働させるべき設備と代替策を記載してください。

記載例のように一覧表にまとめておくとよいでしょう。
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⽔道が⽌まった場合の対策
ここでは、「飲料⽔」「生活用⽔」に分けて、それぞれ「確保策」「削減策」を記載してくださ
い。

また、一般成人が１⽇に必要とする飲料⽔は１．５〜３．０リットル程度とされていま
す。
また、給⽔⾞から給⽔を受けられるよう、ポリタンクなど⼗分な大きさの器を準備しておくこ
とも重要です。
浴槽は損傷がなければ生活用⽔のタンクとして活用可能です。
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通信が麻痺した場合の対策
ここでは、被災時に施設内で実際に使用できる⽅法について、使用可能台数、バッテリー
容量や使用⽅法等を記載してください。
携帯電話、携帯メール、パソコンのEメール、ＳＮＳなどの「複数の⽅策」を検討しておき
ましょう。
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システムが停⽌した場合の対策
ここでは、電⼒供給停⽌などによりサーバ等がダウンした場合の対策を記載してください。
また、浸⽔リスクが想定される場合はサーバの設置場所を検討しましょう。
あわせて、データ類の喪失に備えて、バックアップ等の⽅策も記載ください。
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衛生⾯ トイレなどの対策

1つ目は、トイレ対策についてです。
ここでは、利用者と職員 双⽅のトイレ対策を記載してください。
利用者の障害の特徴や支援状況に適した簡易トイレを、速やかに設置し、周知すること
が重要です。
また、⼥性の利用者や職員のために、生理用品も備蓄しておいてください。
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衛生⾯ トイレなどの対策

2つ目は、汚物対策についてです。
ここでは、利用者と職員 双⽅の汚物の処理⽅法を記載してください。
排泄物や使用済みのオムツなどの廃棄物をどのように処理し、どこに保管するのか、衛生
⾯に留意して記載してください。
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必要品の備蓄
ここでは、被災時に必要な備品をリストに整理し、計画的に備蓄してください。
⾏政支援開始の目安である被災後３⽇目まで、自⼒で業務継続するための備蓄を最
低限⾏う必要があります。
備蓄品によっては、賞味期限や使用期限があるため、担当者を決めて定期的にメンテナ
ンスを⾏い、リストを⾒直してください。

備蓄数量は、１人当たりの数量に⽇数を掛け合わせると目安となるため、リストにもその
ように記載するとわかりやすくなります。
また、新型コロナウイルス流⾏下における対応として、感染対策に係る資材、防護具等つ
いても、あわせて在庫量・必要量の管理を⾏い、
数⽇分の備蓄を⾏うことが望ましいです。
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資⾦手当て
ここでは、災害に備えた⽕災保険などをふくめた資⾦の手当てや緊急時に備えた現⾦など
の手元資⾦を記載してください。
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平常時の対応における主な確認事項を項目別にまとめました。
対応状況のチェックリストとしても、ご活用ください。
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続いて、フローチャート３つめの「緊急時の対応」について、ご説明します。
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こちらは、「緊急時の対応」のポイントを、４つのステップでお示したものです。
被災時には、職員の不⾜や、インフラの停⽌などを想定し、いかに重要業務を優先して取
り組むかがポイントとなります。

１つ目のステップは、「初動対応の事前対策」です。
BCPの発動基準を、地震の場合と、⽔害の場合などに分けて定めておくとともに、
災害発生時の職員個人の⾏動基準として、安否報告、参集基準、各種連絡先等を整
理しておくことが大切です。

２つ目のステップは、「人命・安全の確保、対応の徹底」です。
食事中・入浴中・睡眠中など、具体的な活動場⾯や活動場所を想定し、安否確認や
避難場所・避難⽅法を検討してください。
特に⽔害による浸⽔のおそれがある場合は、施設内の上層階などへの垂直避難について
も検討してください。
避難については、防災計画などと連動して、BCPに記載しておくとよいでしょう。

３つ目のステップは、「重要業務の継続」です。
平常時の対応で定めた優先業務から特に重要な業務の継続⽅法を検討しておきます。
重要業務の継続は、職員の出勤率やインフラの状況などを踏まえ、時系列で記載すると

37



整理しやすいでしょう。

４つ目のステップは、「復旧対応」です。
復旧作業が円滑に進むよう、あらかじめ、破損箇所が把握できるよう確認シートを用意し
たり、関係業者の連絡先をリスト化したりしておきましょう。

これから、各項目のポイントについてご説明します。
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BCP発動基準
ここでは、地震の場合 ⽔害の場合等に分けてBCPを発動する基準を記載してください。

記載例を参考に、施設・事業所等の実情にあった基準を定めておきましょう。
また、統括責任者が不在の場合でも⾏動を起こせるよう、代替者についても決めておくこ
とが大切です。
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⾏動基準
ここでは、災害発生時の職員個人の⾏動基準を記載してください。

ここで指す⾏動基準とは、各職員が被災時に自発的に⾏うべきことを示したものです。
⾏動基準は、安否報告⽅法、参集基準、各種連絡先等の必要な事項を
いつでも職員が確認できるよう、『携帯カード』に整理し、配布することも効果的です。
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対応体制
ここでは、対応体制や各班の役割を図で示し、代替者を含めたメンバーを検討し、記載
してください。

平常時の対応で決定した推進体制が、災害時には対策本部などの「対応体制」として
機能するよう、
あらかじめ役割を明確にし、周知しておくことが重要です。
対応体制や各班の役割を図に示すと分かりやすいでしょう。
被災時は指揮命令系統が適切に機能するよう、あらかじめ役割を明確にし、周知してお
くことが重要です。
メンバーには、⽇頃から研修や訓練を通じて、役割への理解を促しましょう。
代替者を含めてリーダー、メンバーを検討し、あわせて記載しておいてください。
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対応拠点
ここでは、安全かつ機能性の⾼い場所に、緊急時対応体制の拠点となる候補場所を記
載してください。

記載例のように、対策本部などの対応拠点の候補場所を決めておきましょう。
施設内の事務所や多目的ホールなどが想定されますが、施設の⽴地状況などを考慮し
ながら、念のため複数の候補場所を選定しておきましょう。
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安否確認
1つ目は、利用者の安否確認についてです。
ここでは利用者の安否確認の⽅法を検討し整理しておいてください。

安否確認の担当者を明確にし、安否確認結果を記録する用紙を準備しておきましょう。
なお、負傷者がいる場合には応急処置を⾏い、医療機関への搬送⽅法についても記載
しておくことが重要です。
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安否確認
2つ目は、職員の安否確認についてです。
ここでは、職員の安否確認の⽅法を検討し整理しておいてください。

勤務中の職員に対しては、報告ルール・ルートを明確にしておくとともに、
非番職員に対しては、自主的に安否報告をさせることが重要です。
職員に関しても、安否確認結果を記録する用紙を準備しておきましょう。
ひな形に「安否確認シート例」を記載していますので、ご参照ください。
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職員の参集基準
ここでは、発災時の職員の参集基準を記載してください。

災害の種類や規模などに応じた参集基準をあらかじめ決めておき、職員に周知してくださ
い。
その際、自宅が被災した場合など、参集しなくても良い状況についても、定めておくことが
重要です。
全職員を一律に参集させるよりも管理職だけが参集する場合、指定された職員だけが参
集する場合など、
施設の⽴地や職員の居住地などを勘案しながら、被害レベルに応じて参集するなど、きめ
細やかに検討しましょう。

記載例は地図を活用し、被災時に徒歩で参集可能な職員数を確認する例です。参考
としてください。
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施設内外での避難場所・避難⽅法
1つ目は、施設内での避難についてです。
ここでは、地震などで一時的に避難する施設内の場所を記載してください。

特に⽔害による浸⽔のおそれがある場合は、施設内の上層階などへの
垂直避難の⽅策についても検討してください。
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施設内外での避難場所・避難⽅法
2つ目は、施設外への避難についてです。
ここでは、施設外の避難場所、避難⽅法を記載してください。

広域避難の場所や経路を確認する際には、
実際の利用者の状況を踏まえて、避難経路を辿ってみることも有用です。
避難先でも最低限の支援を継続できるよう、手順や持ち出し用品を検討してください。
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ここで、⽔害に関する参考情報を1つご案内します。
令和3年5月20⽇から豪雨災害における避難情報の表現が5段階に変更となりました。
避難に支援が必要な⽅のいる障害者支援施設においては「レベル3・⾼齢者等避難」で
の避難が重要です。
自施設・事業所等の消防・防災計画における避難のルールや、BCPの⾒直し、更新をぜ
ひお願いします。
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重要業務の継続
ここでは、平常時の対応で選定した優先業務から、特に「重要な業務」の継続⽅法を記
載してください。
被災時には、インフラ停⽌、職員不⾜、災害時の特有の業務の発生などの理由から、業
務量が増大することが考えられます。
重要業務の継続は、職員の出勤率やライフラインの状況などを踏まえ、時系列で記載す
ると整理しやすいでしょう。

記載例を参考に、重要業務を整理し、その継続に向けた⽅策を検討してください。
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職員の管理（ケア）
災害発生後は、⻑期間帰宅できず、⻑時間勤務となるなど、職員は極限の状況で業務
を続けなければならないことが想定されます。
ここでは、少しでも職員の負担が軽減できるよう、休憩・宿泊場所の確保や、勤務体制
の検討を記載してください。

参集した職員の人数を踏まえ、職員の体調および負担の軽減に配慮した「災害時の勤
務シフト」を検討しておいてください。
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復旧対応
ここでは、復旧作業が円滑に進むよう、施設の破損箇所の確認や各種業者連絡先一
覧を整備してください。

破損箇所が把握できるよう確認シートや、関係業者の連絡先リストを準備しておきましょ
う。
また、関係機関、地域、マスコミ等への説明・公表・取材対応の準備として、
公表のタイミング、範囲、内容、⽅法についてあらかじめ⽅針を定めておくとよいでしょう。
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緊急時の対応における主な確認事項を項目別にまとめました。
対応状況のチェックリストとしても、ご活用ください。
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続いて、フローチャート４つ目の「他施設との連携」について、ご説明します。
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ここまでのパートでは、自施設・事業所での対応、いわゆる「自助」のポイントをご説明しま
した。
ここでは、その「自助」を補う「互助」について、BCPに盛り込むことを検討する項目を説明
します。
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こちらは、「他施設との連携」のポイントを、３つのステップでお示ししたものです。

自施設で解決できない課題が明らかになった場合などには、被災時に相互に支援しあえ
るように
他施設との連携・協⼒の関係の構築を検討しておく必要があります。
ここでは他の施設や事業所との連携を円滑に⾏うためのポイントを挙げましたので、ご確
認ください。
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他施設との連携
ここでは、次の２点について検討してください。
1つ目は、単独で事業継続が困難な事態を想定して、他施設・他法人や関係機関との
連携体制の構築、
2つ目は、構築した体制における連携対応です。

避難先でも適切なケアを受けることができるよう、利用者情報を記載した 「利用者カー
ド」を作成し、
あらかじめまとめておくことや連携先と共同で訓練を⾏い、対応⼒を⾼めておくことが大切で
す。
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最後に、フローチャート５つ目の「地域との連携」について、ご説明します。
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こちらは、「地域との連携」のポイントをお示ししたものです。

障害福祉サービス施設・事業所等は社会福祉施設としての公共性に鑑みると、
被災時に施設・事業所等が存在する地域への貢献を⾏うことも、重要な存在意義の一
つです。
スライドに挙げたポイントをご確認ください。
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地域との連携
ここでは、次の２点について検討してください。
1つ目は、被災した地域に対して職員の派遣を検討すること、
2つ目は、福祉避難所として被災時に受け入れを⾏えるよう準備することです。

特に、福祉避難所については、指定を受けなくても被災時に近隣住⺠から助けを求めら
れる場合に備え、
何ができるかをＢＣＰの項目として検討しておくことも⼤切です。
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最後に、まとめとして、BCP作成におけるポイントを、３つお示しします。

まずは、BCP作成時は、ひな形などを有効に活用してください。
そして、作成したBCPをもとに、定期的に研修と訓練を実施し、職員への周知と課題の洗い
出しをおこなってください。
洗い出された課題を⾒直し、BCPの修正を繰り返すことで、ご自身の施設・事業所等に適し
たBCPの作成につながります。
できるところからはじめましょう。

以上で、自然災害発生時のBCP作成のポイント 共通事項 の説明を終了します。
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この動画では、自然災害発生時のBCP作成のポイントについて、
通所系サービス固有事項に関する内容を説明します。

別途、ご案内している「障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継
続計画作成のポイント 共通事項」とあわせてご視聴ください。



この通所系サービス固有事項に関する内容は、ご覧の３つの項目です。

1



まず、「平時からの対応」です。
サービス提供中に被災した場合に備え、緊急連絡先について、複数の連絡先や連絡手
段を把握しておくことが望まれます。
特定相談⽀援事業所と連携し、利⽤者の安否確認の⽅法などをあらかじめ整理してお
いてください。
地域の避難⽅法や避難所に関する情報に留意し、⾏政、自治体、職能団体、事業所
団体などの地域の関係機関と良好な関係を作るよう⼯夫しておいてください。

2



つづいて、「災害が予想される場合の対応」です。
台風などの情報は、事前に気象情報などで入手することができます。
甚大な被害が予想される場合などに備え、
サービスの休止・縮小が余儀なくされることを想定したうえで、その基準をあらかじめ定めて
おいてください。
また、特定相談⽀援事業所にも情報共有のうえ、利⽤者やその家族にも説明し、必要
に応じて、サービスの前倒しなども検討しておきましょう。

3



最後に、「災害発生時の対応」です。
サービス提供を⻑期間休止する場合は、特定相談⽀援事業所と連携し、必要に応じて
他事業所の訪問サービス等への変更を検討してください。
サービス利⽤中に被災した場合は、利⽤者の安否確認後、あらかじめ把握している緊急
連絡先を活⽤し、
利⽤者家族への安否状況の連絡を迅速に⾏うことが重要です。
安否確認後は、利⽤者の安全確保や家族への連絡状況を踏まえ、順次利⽤者の帰
宅を⽀援してください。
その際、送迎⾞の利⽤が困難な場合も考慮して、他の手段も検討しましょう。

帰宅にあたっては、可能であれば利⽤者家族の協⼒も得てください。
また、関係機関とも連携しながら事業所での宿泊や近くの避難所への移送等も対応する
必要があります。
被災により⼀時的に事業所が使⽤できない場合には、利⽤者宅を訪問するなど、代替
サービスの提供も検討しましょう。

以上で、本動画の説明は終了です。
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障害福祉サービス事業所等における
自然災害発生時の

業務継続計画（BCP）作成のポイント

2021年12月

ー訪問系・固有事項ー

令和3年度 厚生労働省 障害者総合福祉推進事業

自然災害における障害福祉サービス類型に応じた業務継続計画（BCP）
マニュアル作成支援のための研修教材

この動画では、自然災害発生時のBCP作成のポイントについて、
訪問系サービス固有事項に関する内容を説明します。

別途、ご案内している「障害福祉サービスにおける自然災害発生時の業務継続計画作
成のポイント 共通事項」とあわせてご視聴ください。



1

内容

１.  平時からの対応

２．災害が予想される場合の対応

３．災害発生時の対応

この訪問系サービスに関する固有事項に関する内容は、ご覧の３つの項目です。
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2

１．平時からの対応

 緊急連絡先について、
複数の連絡先や連絡手段を把握しておく

 特定相談支援事業所と連携し、
利⽤者への安否確認の方法等を検討しておく

 訪問中、移動中に被災した場合の対応方法を検討しておく
 避難先でサービスを提供する可能性も考慮し、
避難方法や避難所に関する情報に留意しておく

 ⽇頃から関係機関との良好な関係づくりに努める

要点解説 ガイドライン 34ページ ひな形 28ページ

まず、「平時からの対応」です。
サービス提供中に被災した場合に備え、緊急連絡先について、複数の連絡先や連絡手
段を把握しておくことが望まれます。
特定相談支援事業所と連携し、利⽤者の安否確認の方法などをあらかじめ検討してお
いてください。
発災時に、職員は利⽤者宅を訪問中または移動中であることも想定し、対応中の利⽤
者への支援手順や、移動中の場合における対応方法を検討しておくことも重要です。
避難先においてサービスを提供することも想定されるため、地域の避難方法や避難所に
関する情報に留意し、⾏政、自治体、職能団体、事業所団体などの地域の関係機関と
良好な関係を作るよう⼯夫しておくことが望まれます。
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 被災時に備え、
事前にサービスの休止・縮小に関する基準を定めておく

 上記基準について、特定相談支援事業所へも
情報共有を⾏い、利⽤者やその家族にも説明する

 必要に応じてサービスの前倒しなども検討する

２．災害が予想される場合の対応

要点解説 ガイドライン 34ページ ひな形 28ページ

つづいて、「災害が予想される場合の対応」です。
台風などの情報は、事前に気象情報などで入手することができます。
甚大な被害が予想される場合などに備え、
サービスの休止・縮小が余儀なくされることを想定したうえで、その基準をあらかじめ定めて
おいてください。
また、特定相談支援事業所にも情報共有のうえ、利⽤者やその家族にも説明しておき、
必要に応じて、サービスの前倒しなども検討しておきましょう。
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３．災害発生時の対応

 サービス提供を⻑期間休止する場合
• 特定相談支援事業所と連携し、
他事業所の訪問サービス等への変更を検討する

 事前に検討した対応方法に基づき、利⽤者の安否確認や、
訪問中、移動中の対応を⾏う

 可能な場合には、避難先にてサービスを提供する

要点解説 ガイドライン 34ページ ひな形 28ページ

最後に、「災害発生時の対応」です。
サービス提供を⻑期間休止する場合は、特定相談支援事業所と連携し、必要に応じて
他事業所の訪問サービス等への変更を検討してください。
あらかじめ検討した対応方法に基づいて、利⽤者への安否確認や、利⽤者宅を訪問中
または移動中の対応をおこなってください。
特定相談支援事業所や地域の関係機関と連携のうえ、可能な場合には、避難先にお
いてサービスを提供してください。

以上で、本動画の説明は終了です。
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障害福祉サービス事業所等における
自然災害発生時の

業務継続計画（BCP）作成のポイント

2021年12月

ー相談支援事業・固有事項ー

令和3年度 厚生労働省 障害者総合福祉推進事業

自然災害における障害福祉サービス類型に応じた業務継続計画（BCP）
マニュアル作成支援のための研修教材

この動画では、自然災害発生時のBCP作成のポイントについて、
相談支援サービス固有事項に関する内容を説明します。

別途、ご案内している「障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継
続計画作成のポイント 共通事項」とあわせてご視聴ください。



1

内容

１.  平時からの対応

２．災害が予想される場合の対応

３．災害発生時の対応

この相談支援サービス固有事項に関する内容は、ご覧の３つの項目です。

1



2

１．平時からの対応

 優先的に安否確認が必要な利⽤者の情報を整理しておく

 緊急連絡先について、
複数の連絡先や連絡手段を把握しておく

 避難⽅法や避難所に関する情報に留意しておく

 ⽇頃から関係機関との良好な関係を構築する

 被災時の安否確認やサービス調整等に対応するため、
他関係機関と事前に検討・調整する

要点解説 ガイドライン 35ページ ひな形 29ページ

まず、「平時からの対応」です。

災害発生時、優先的に安否確認が必要な利⽤者について、あらかじめ検討のうえ、「利
⽤者台帳」などにおいて、その情報がわかるようにしておいてください。
緊急連絡先について、複数の連絡先や連絡手段を把握しておくことが望まれます。
地域の避難⽅法や避難所に関する情報に留意し、⾏政、自治体、職能団体、事業所
団体などの地域の関係機関と良好な関係を作るよう⼯夫しておいてください。
そのうえで、災害に伴い発生する、安否確認やサービス調整などの業務に適切に対応で
きるよう、
他の相談支援事業所、障害福祉サービス事業所等、地域の関係機関と事前に検討・
調整をしておくことが重要です。
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１．平時からの対応

 利⽤者へ、避難先への「おくすり手帳」の持参指導を⾏う

 市町村と連携し、災害時避難⾏動要支援者の利⽤者把握
に努める

 自治体から依頼があった場合、個別避難計画策定へ協⼒する

 個別避難計画、サービス等利⽤計画、利⽤者台帳間の
情報連携を⾏う

要点解説 ガイドライン 35ページ ひな形 29ページ

また、避難先において、薬情報が参照できるよう、利⽤者に対し、「おくすり手帳」の持参
指導をおこなっておくことが望ましいです。
市町村と連携し、災害時避難⾏動要支援者である利⽤者の把握に努め自治体から依
頼があった場合には、個別避難計画策定へ協⼒するようにしてください。
そして、個別避難計画、サービス等計画や利⽤者台帳間の情報連携を適切に図ること
が重要です。
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 利⽤者が利⽤している、訪問系、通所系、居住系事業所等が、
サービスの休止・縮小する基準について事前に把握する

 必要に応じてサービスの前倒しなども検討する

 自サービスの被災時の対応を検討し、関係機関に共有の上、
利⽤者やその家族にも説明する

２．災害が予想される場合の対応

要点解説 ガイドライン 35ページ ひな形 29ページ

つづいて、「災害が予想される場合の対応」です。
台風などの情報は、事前に気象情報などで入手することができます。このため、訪問系サ
ービスや通所系サービス、居住系サービスについて、
「台風などで甚大な被害が予想される場合などにおいては、サービスの休止・縮小が余儀
なくされることを想定し、あらかじめその基準を定めておく」とされています。
このため、利⽤者が利⽤する各施設・事業所等が定める基準について、事前に情報共
有し、把握しておき、そのうえで、必要に応じ、サービスの前倒しなども検討しておいてくださ
い。

ご自身の相談支援サービスについても、台風などで甚大な被害が予想される場合などに
おいては、休止・縮小を余儀なくされることを想定し、その際の対応⽅法を定めておいてく
ださい。
そして、他の相談支援事業所、障害福祉サービス事業所等、地域の関係機関に共有
のうえ、利⽤者やその家族にも説明をしておくことが必要です。
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３．災害発生時の対応

 事業が継続できる場合
• 早期に個別訪問等により利⽤者の状態把握、

サービス等の実施把握を⾏う
• 状態の悪化が懸念される利⽤者に対して、

必要な支援提供を関係機関と連絡調整する
• 避難先でのサービス提供も含め、関係機関と連携しながら

必要なサービスが提供されるよう調整する

 事業が継続できない場合
• 関係機関と事前に検討・調整した対応を⾏う

要点解説 ガイドライン 35ページ ひな形 29ページ

最後に、「災害発生時の対応」です。

災害発生時で、事業が継続できる場合には、可能な範囲で、個別訪問等による早期の
状態把握を通じ、障害福祉サービス等の実施状況の把握を⾏い、
被災生活により状態の悪化が懸念される利⽤者に対して必要な支援が提供されるよう、
障害福祉サービス事業所等、地域の関係機関との連絡調整などを⾏うことが重要です。
避難先においてサービス提供が必要な場合も想定されるため、障害福祉サービス事業所
等、地域の関係機関と連携しながら、
利⽤者の状況に応じて、必要なサービスが提供されるよう調整を⾏ってください。
また、災害発生時で事業が継続できない場合には、他の相談支援事業所、障害福祉
サービス事業所等、地域の関係機関と事前に検討・調整した対応を⾏ってください。

以上で、本動画の説明は終了です。
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【参考】 

障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン等 

 

１．ガイドライン（ＰＤＦ形式） 

「障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」 

 

２．ＢＣＰひな形（ＷＯＲＤ形式） 

「自然災害発生時における業務継続計画」 

 

３．掲載ホームページ 社会・援護局 

    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17517.html 
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